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令和４年 第５回 あさぎり町教育委員会会議録（要旨） 
 

日   時 令和４年４月２７日（水） 午後３時００分 

場   所 役場本庁舎２階会議室 

出 席 委 員 澤田光德 中村麻有 伊啓史朗 椎葉直美 

欠 席 委 員  

事 務 局 職 員 

教育長 米良隆夫       教育課長 山口宏子 

教育課長補佐 石井 誠    給食センター所長 山冨功一 

指導主事 吉川 巧      教育審議員 窪田龍記 

教育課主幹 那須照正     教育課主幹 坂本幸治 

教育課参事 高田由佳     教育課主事 犬童咲綾 

傍 聴 人 なし 

会議録署名委員 椎葉直美 

《開会 午後３時００分》 

 

１ 開  会 

○山口課長  それでは、御起立ください。礼。御着席ください。教育委員の定足数に達してますので、ただ

いまから令和４年第５回教育委員会議を開催いたします。本日の会議日程は御手元のとおりです。それで

は、教育長挨拶。 

 

２ 教育長挨拶 

○米良教育長  では失礼します。では、教育委員の皆様、こんにちは。本日は大変お忙しい中に、第５回の

教育委員会議に御出席いただきまして、本当にありがとうございます。昨夜はですね非常に雨が降りまし

て、天気予報では180ミリというような報道がございましたが、何となくですね、あのう、こう朝、もう早

く起きまして、外を見たときに、雨が少し小降りになっていたのをちょっと、喜んだ次第でございました

し、今朝も子供たちが元気に登校している様子を見ますと、本当に、雨が余り降らなくて影響はなくてよ

かったなあというふうに思っておるところです。ただ今後はやはり、気温が、ますます上がっていくので

はないかと。この前も、２９度というようなことをやっぱり報道しておりましたが、実際には、以前もだ

ったんですが、熊本県日本中でも、１番暑いというような記録をいたしました。今後もやっぱり熱中症あ

たりも十分注意しながら、学校経営、それから社会教育ですね、そういうのもやっていかなければいけな

いかなというふうに思っております。それから、先ほど、２名の紹介がございましたが、本年度は、出田

課長の後に、山口課長が昇任いたしまして、そして石井課長補佐。それから、吉川指導主事。はい。それ

から、山冨主幹が今度、課長補佐として昇任いたしまして、学校給食センター長としてまた御尽力をいた

だくということになりました。それから、皆越主幹。以前教育委員会におりました。それから、先ほど新

たに福本主事。そして、ＡＬＴのレイチェルですね。参りましたので、よろしくお願いしたいと思います。

また継続して、久保さんのほうも、勤務いたしますので、どうかよろしくお願いしたいというふうに思っ
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ております。それから、この会が終わりましたらですねまたちょっと相談事がございますので、ちょっと

お残りいただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日も大分、あのう

協議等が多うございますが、よろしくお願い申し上げまして、挨拶に代えさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

 

３ 会議録署名委員の指名 

○山口課長  次に、会議録署名委員の指名をお願いいたします。 

〇米良教育長 本日は椎葉委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

〇椎葉委員 はい。 

 

４ 会期の決定 

〇山口課長 次に、会期をお諮りします。令和４年４月２７日限りでよろしいでしょうか。（〇「はい」と

いう意見多数あり）意見多数ですので、会期を４月２７日の１日限りといたします。次に、教育長報告を

お願いします。 

 

５ 教育長報告 

○米良教育長 はい。では、失礼します。それでは私のほうから主な事業についてまず報告させていただきま

す。まず、３月２３日水曜日、社会教育委員会議を第会議室で実施しております。３月３１日木曜日、教

職員これ管内のですが、教職員退職者、辞令交付式をせきれい館で行われております。それから、熊本市

へ移動する辞令交付式が球磨教育事務所でございました。これはあの校長研修交流といいまして、２ヶ年

なんですが、熊本市のほうからおいでいただいておりました深田小学校の堀川校長先生が、熊本市のほう

に、戻られました。その辞令交付式があっております。４月１日金曜日、辞令交付式が行われましたが、

まず教育課のほうで１０時から行っております。それから管内の教職員辞令交付式が、せきれい館のほう

で行われておりますが、これも、学校長のみ出席という形になりました。それから、町内の教職員異動の

辞令交付式ということで、教育委員さんにも御参加いただきまして本当にありがとうございました。その

あと引き続き、特別支援教育支援員への業務説明を行っております。７月７日木曜日には、町内小・中学

校事務長、委嘱状を交付ということで、あさぎり中の片山知美事務職員のほうに事務長として委嘱状を、

交付しております。４月８日金曜日、町内小中学校の始業式、そして、４月１１日月曜日には、町内小・

中学校入学式がございました。教育委員さんにも御参加いただきまして、ありがとうございました。また、

同日には、学級編成ヒアリングが、教育事務所のほうで行われております。４月１３日水曜日には、あさ

ぎり町奨学生選考委員会。４月１５日金曜日には、あさぎり町婦人会総会が行われております。４月１８

日月曜日には、あさぎり中学校地域未来塾の打合せをあさぎり中学校のほうで行っております。４月１９

日火曜日には、区長会。そして同日には、令和４年度人吉球磨人権教育研究協議会、第１回、代表者会が

人吉の東西コミセンで行われております。４月２０日水曜日、人吉球磨学校教育振興協議会総会が、せき

れい館で、同日同じ会場で、管内教育長、校長合同会議が開催されております。４月２５月曜日、町内養

護部会、通知では、養護部会となっておりますので、養護教諭の部会でございますが、今後は、町内養護

部会という形で、取り扱わせていただきたいというふうに思っております。４月２７日水曜日、町内スポ

ーツ推進委員会議が本日大会議室で行われます。そして本日、第５回の教育委員会会議です。※印でして

おりますが、明日、４月２８日木曜日には、町内校長会議を開催いたします。一応お知らせしておきます。

２番目に、４月の校長会議での指導助言内容、一応予定ですが、明日ございます町内校長会議では、以下
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のことについて話をしたいと思っています。まず、（１）といたしまして、本町の教育推進についてとい

うことで、教育長の基本姿勢、それから、第３期あさぎり町教育振興基本計画について、各課の取組の方

向及び球磨教育事務所取組の重点等の周知について、説明をしたいというふうに思っております。２番目

に本年度の取組の重点といたしまして、学力の確実な定着、英語教育の充実、児童生徒相互の豊かな人間

関係づくり及び児童生徒と指導者の信頼関係の構築ということについて、話をしたいというふうに思って

おります。それから不祥事防止の徹底、働き方改革、学校運営協議会の充実ということで、説明等、一応

お願いも含めて話をしたいというふうに思っております。その他といたしましては、小中学校からの情報

発信について、これは、各報道機関を活用した情報発信ということでお願いをしたいというふうに思って

おります。それから、ＩＣＴ機器の活用等について、これはまた、岡原小学校を中心に、取り組んでいき

たいというふうに思っております。最後には、児童生徒の安全についてということで、お願いも含めて話

をしたいというふうに思っております。それから裏面には、令和４年度の２０２２年度学級編制正式届け

ということで、４月１１日現在の状況を示しておりますが、昨年と若干、示し方を変えましたが、１番下

の枠組みの中に、見方を書いております。これ上小の例なんですが、１番上の数字が、通常学級の人数そ

して、その下の括弧書きが、通常学級の学級数、そしてその下の０：２とありますが、これは、特別支援

学級種の人数をあらわしております、知的障害学級から自情学級、そして肢体不自由児、それから弱視等

がありますので、その人数をここで示しております。１番最後の括弧は、総人数と各学年の総人数を示し

ておきました。昨年度までは、下のほうの数字の二つはございませんでしたのでちょっと見にくいところ

があられたのではないかということで、今年は少し詳しく示させていただきましたので、一応、よろしく

お願いしたいと思います。私から以上でございます。 

○山口課長  教育長報告が終わりました。御質疑がございましたらお願いいたします。（〇特になし）ござ

いませんでしょうか。それでは次の６から９までの審議事項につきましては、教育長に進行をお願いいた

します。 

 

６ 非公開とする審議事項について 

○米良教育長  それではまず初めに、非公開とする審議事項についてでございますが、協議第２号、協議第

３号につきましては個人情報等がありますので、非公開としたいと思います。それから報告４につきまし

ても、個人情報等に触れる可能性がございますので、三つにつきましては、非公開としたいというふうに

思っておりますが、あと事務局のほうで、非公開としたいというのがございましたらお願いいたします。

どうぞ。 

〇高田参事 報告６もお願いいたします。 

〇米良教育長 報告６お願いします。本日配付されている分です。ほかにございませんでしょうか。ござい

ますか。（〇特になし）はい。それでは非公開ということについては、御理解をよろしくお願いいたしま

す。それでは早速７番の議事に入ります。 

 

７ 議 事 

議案第６号 あさぎり町教育支援委員会委員、相談員及び調査員の委嘱について 

〇米良教育長 議案第６号、あさぎり町教育支援委員会委員、相談員及び調査員の委嘱について、まず説明

をお願いいたします。 

○窪田審議員  じゃ、失礼します。議案第６号、あさぎり町教育支援委員会委員、相談員及び調査員の委嘱

について、あさぎり町教育支援委員会規則第３条及び第６条の規定に基づき、別紙のとおり提案いたしま



- 5 - 

す。令和４年４月２７日提出。あさぎり町教育委員会、教育長、米良隆夫。あさぎり町教育支援委員会委

員、相談員及び調査委員の委嘱につきましては、御手元の資料の５ページに示しております、あさぎり町

教育支援委員会規則の第３条と第６条に沿って提案します。資料４ページの名簿を御覧ください。まず、

教育支援委員会委員につきましては、第３条に基づき、学識経験者として、球磨支援学校の先生にお願い

をしたく、球磨支援学校の校長に依頼し、主幹教諭、津留桃子先生に担当していただくことになりました。

医師としては、球磨郡医師会より、やまむら小児科・内科の山村純一先生を推薦いただきました。その他、

関係教育機関の職員として、各小中学校長６人、各小中学校の特別支援教育関係者職員の６人、合わせて

１４人を上げております。これらの方々を委員として委嘱してよろしいか、提案を申し上げます。次に、

教育相談員及び調査員につきましては、第６条に基づき、就学相談員の相談員としてお２人、それから幼

稚園・保育園の訪問による調査員として５人を挙げておりますが、相談員調査員として委嘱してよろしい

か、あわせて御提案申し上げます。なお、相談員の深田小学校東校長先生につきましては、内諾を得てお

りますし、もう１人、球磨支援学校の津留桃子先生にも、先ほど申し上げましたように校長より承諾をい

ただいております。以上です。御審議よろしくお願いいたします。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。まず、御質問等はございませんでしょうか。（〇特になし）

ありませんか。よろしゅうございますでしょうか。はい。なお球磨支援学校の主幹教諭の津留先生、それ

から山村純一先生におきましても、一応内諾は得ております。校長、そして医師会を通しましてですね、

令和４年度につきましては、この方々の、支援員ということでようございますでしょうか。（〇「はい」

という意見多数あり）はい、ありがとうございます。承認いただきましたので、あとまたよろしくお願い

いたします。 

〇窪田審議員 はい、ありがとうございました。 

〇米良教育長 はいどうぞ。 

○伊委員  最近、ＴＶ等でもですね、教員の資質向上ということで、やっぱ専門性の向上ですね。特別支

援教育に対する、文科省も１０年に、２年ぐらいは、特別支援学級担任をしたらどうかとか、そういう案

も出ているようですけどね。なかなか、指導者の先生で、あさぎり町では大丈夫かもしれませんけど、温

度差がある様な感じがします。一生懸命取り組んでる先生。こう、一生懸命やれば大変ですけど、あえて、

一生懸命やらなくてもできるような仕事と、とらえているような方もひょっとしておられるかもしれませ

ん。すみません、以上です。 

○米良教育長  はい、ありがとうございます。窪田先生どうぞ。 

○窪田審議員  今の件につきまして少し補足説明をさせていただきたいと思います。まず特別支援学級の担

任につきましてはここ数年の間で、必ず研修を受けるように、年度ごとにですね、枠を決めて研修をいた

しております。あさぎり町ではですね、特別支援教育の連携協議会というのを、幼稚園・保育園・小・

中・高までですね含めまして、年に６回ほど、実務担当者会議をしておりますけども、その中で、計画的

に研修をしております。そういうふうにしてですね、町でも、職員の資質向上に努めておりますので、補

足をしておきます。ありがとうございました。 

○米良教育長 ありがとうございました。 はい。補足の補足ですけどやっぱり年度当初の校内人事におきま

しても、ある校長から相談がございました。特別支援学級の担任について非常に人選も慎重にしておられ

ます。ただ、いろいろ通常学級にも、個別の指導を要する児童生徒がおるもんですから、もう、どういう

ような校内人事をしたらいいでしょうかということで御相談がありまして、懇切丁寧に話をしまして、そ

して、教育事務所のほうにも相談いたしまして、そして一応、校内人事を行ってもらっております。今後、

どういうような子供たちの成長があるかを、私も教育委員会として見守りながら、各学校の学校経営を見
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ていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。 

○伊委員  特別支援教育に関わることを一生懸命すれば、通常学級でも十分いきる対応も多いと思います

けど、1人1人に、目を向けるとか 

○米良教育長  はい、 

○伊委員  プラスになる面も多いと思いますが、これがなんか、先生がたの余計な多忙感とか、そういう

ことにつながらんような持って行き方が出来ないかなと考えてます。 

○米良教育長  ありがとうございます。はい。いろいろ県のほうからの施策がございますので、そういうの

を活用しながら、本日も、上小学校のほうにもちょっと出向いて、紹介をしてきたところでございます。

あとこの件についてはようございますか。（〇特になし）はい。ありがとうございます。 

 

８ 協 議 

協議第１号 令和4年度あさぎり町教育委員会基本方針及び重点努力事項の策定について 

○米良教育長  では、次の８番の協議のほうに入りたいと思います。まず、協議第１号、令和４年のあさぎ

り町教育委員会基本方針及び重点努力事項の策定について、まず説明をよろしくお願いいたします。 

○窪田審議員  失礼します。協議第１号、令和４年度あさぎり町教育委員会基本方針及び重点努力事項につ

いて、令和４年度あさぎり町教育委員会基本方針及び重点努力事項について協議願います。令和４年４月

２７日提出。あさぎり町教育委員会、教育長、米良隆夫。あさぎり町教育委員会基本方針及び努力事項に

つきましては、あさぎり町教育振興基本計画に基づいて、熊本県教育長各課取組の方向及び球磨教育事務

所、取組の重点を踏まえて、各年度定めると示してあります。令和４年度熊本県教育長各課取組の方法、

及び令和４年度球磨教育事務所、取組の重点と照らし合わせながら、今年度の基本方針と重点努力事項に

ついて検討しました。その結果、これから申し上げます７点の変更について、協議をお願いいたしたいと

思います。資料の７ページの変更案等、資料８ページには、令和３年度の分を掲載しておりますので、少

し見にくうございますが、それぞれ見比べながらですねお聞きいただければと思います。まず１番の基本

方針につきましては、変更はございません。次に、２の重点努力事項について、報告いたします。まず、

（１）のアこれまでは授業改善を促進しとありましたけども、授業改善による事業力向上に努め、に変更

したいと思います。また、末尾のほうの確かな学力の育成を図る、これにつきましては、子供たちを誰一

人取り残すことなく、学びを保障する。という表現に変更したいと思います。理由は、熊本県の学力向上

の二本の柱、がですねこの二つですので、それに沿った表現にいたしました。同じく（１）のですね、１

番最後のオのところですけども、中ほどに、外国語（英語教育）と、これまではしておりましたけども、

今年度は、英語教育にですね、変更したいと思います。これもですね、熊本県の表記が英語教育というふ

うになっておりますので、分かりやすく合わせたいと考えました。次に（２）のイについてですけども、

これまでは、身近な人権問題としておりましたけども、今年度は、様々な人権問題ということにしました。

これまではあさぎり町の実態では身近な人権問題から取り組もうというところの方向でしたけども、もう、

今いろいろ社会の情勢見ますとですね、様々な人権問題がありますので、そういう表現にしてですね周知

を図りたいと考えました。次に、同じく（２）のエのところですけども、これまでは、ＰＴＡ、だけでし

たけどもそのあとに、民生委員児童委員協議会、それから、生活福祉課、健康推進課、この三つの組織を

ですね追加したいと思います。理由は、これまで、ＰＴＡ等の関係団体及び諸機関というふうにしており

ましたけども、その関係団体や諸機関が、もう少し明確にしたほうがですね、いいだろうということで、

この三つをですね付け加えさせていただきました。次に、同じく２のオですけども、社会教育団体の後、

これまではですね、婦人会、青年団、ＰＴＡ、文化協会、子供会と入れておりました。これは振興計画で
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はですねこの五つの団体を社会教育団体ということで明記してありますけども、社会教育のほうではです

ね、体育協会等とも対応しておりましてですね、体育協会からも、社会教育団体ではないのかとかですね、

そういう質問が、あったそうでですね、誤解をなくすためにもですね社会教育団体としたほうがいいだろ

うと、社会教育グループと協議しまして、そういうふうに提案したいと思います。次に、（４）のイです

けども、これまではですね、文化施設では自主文化事業を開催しという文言が入っておりましたけどもコ

ロナ禍の中でですねなかなか自主文化事業が出来ませんで、今年度はですね、自主文化事業を計画するこ

とをしてありません。そこで、ここの文言はですね削除させていただくことにしました。最後に、（４）

のエですけども、これまではですね、町内小学校児童が参加する社会体育の活動状況を把握するとともに

というような表現でしたけども、それを、町内児童生徒の社会体育への参加が容易になるようにというこ

とで、生徒という言葉を入れております。実際にですね、中学校を対象とした、ふれあいスポーツクラブ

あたりでですね、活動も盛んになっております。今朝の新聞でも、中学校部活動の休日の練習をですねも

う、ここ二、三年のうちにですね、もう、社会体育方面にですね移すということでですね、報道されてお

ります。そういった動きを受けてですね、生徒も入れたほうがいいだろうということで、そのような表現

にいたしました。以上７点の変更をですねさせていただいてですね、令和４年度のあさぎり町教育委員会

基本方針及び重点努力事項として、各学校に周知したいと思います。御協議をよろしくお願いいたします。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。何か、えー質問等はございませんでしょうか。（〇特にな

し）ようございますか。それでは承認をいただきましたので、令和４年度のあさぎり町教育委員会基本方

針及び重点努力事項につきましては、この、今示された方向でいくということになりましたので、よろし

くお願いいたします。あとは各小中学校のほうにも、よろしくお願いいたします。 

○窪田審議員  ありがとうございました。 

 

協議第２号 令和４年度就学援助児童生徒の認定について 

＜非公開案件につき内容は省略＞ 

 

協議第３号 特別支援学級等通学支援事業の利用許可について 

＜非公開案件につき内容は省略＞ 

 

協議第４号 あさぎり町教育委員会学校訪問実施について 

〇米良教育長 では次に、協議第４号、あさぎり町教育委員会学校訪問の実施について、まず説明をよろし

くお願いします。 

○吉川指導主事  はい。それでは失礼いたします。協議第４号、あさぎり町教育委員会訪問実施について、

申し上げます。資料９ページの方をご覧ください本年度も、昨年度と同様、令和４年度、あさぎり町学校

教育基本方針及び努力事項に基づいて、学校教育の現状を把握し、今後の学校教育の充実、振興に資する

ため、町内６小・中学校を３年間にかけて、学校訪問を実施したいと考えております。学校訪問の種類に

つきましては、経営訪問と諸表簿閲覧、そして、あさぎり町教育委員会から球磨教育事務所に要請を行う

総合訪問の３種類の訪問がございます。裏面の別表に、今年度、来年度、再来年度の６小・中学校を、三

つの種類で分けた部分を載せております。今年度はそこにあります通り、深田小学校とあさぎり中学校が

総合訪問、そして、経営訪問が免田小学校と須恵小学校。諸表簿点検が上小学校と岡原小学校、そういう

ふうになっております。追って、９ページに戻っていただきまして、そして、訪問内容としましては、そ

こにあるとおり、経営訪問については授業参観及び経営指導、その他を行います。教育委員の皆様方と教
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育委員会の事務局職員が訪問し、経営訪問を行うという事です。諸表の点検につきましては、教育委員会

の事務局が訪問をした上で点検をさせていただきます。なお、余白２番の所にあります通り、前年度、総

合訪問が終わった学校の教頭先生からも御協力をいただいて、緒表簿点検を行っていきます。実施期間に

つきましては６月から１２月まで、１２月で終わります。裏面を見ていただきますと、コロナ禍もござい

まして、訪問につきましては基本的に、午前中の訪問ということで考えているとこです。なお、深田小学

校は先日、球磨教育事務所のほうから連絡がありまして、６月８日、あさぎり中学校につきましては、１

０月１９日ということで、資料には間に合いませんでしたが連絡がありました。３か年にわたって、学校

の振興を図る上で、このように計画をしたところです。御協議をどうぞよろしくお願いいたします。以上

です。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。まず、学校訪問につきましては、昨年と同じような形態で

ようございますでしょうか。総合訪問は教育事務所と教育委員会が行いますが、後につきましては、経営

訪問と諸表簿点検訪問ですね。ということになりますがようございますでしょうか。（〇「はい」という

意見多数あり）なお、あのう総合訪問も今年は半日だったですね。一昨年は、１日だったんですけど、昨

年はやっぱコロナ禍の関係で、もう、教育事務所を半日でということでしたので、一応本町としても半日

できりあげましたので、はい、また変更になりましたら、事務所から連絡があるかと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。一応本年度も、今説明があったような方法で学校訪問を行うということで

ようございますでしょうか。（〇「はい」という意見多数あり）はい、いろんな視点から、いろいろ、御

指導いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。これにつきましては、一応、認めていた

だきましたので、あとの手続、よろしくお願いいたします。 

 

協議第５号 生涯学習センター研修室の期間継続利用許可について 

○米良教育長  では次に、協議第５号、生涯学習センター、研修室の期間継続利用許可について、まず御説

明をお願いいたします。 

○那須主幹 はい。では資料の１１ページ目をご覧ください。 協議第５号、生涯学習センター研修室の期間

継続利用許可について、令和４年１月に、あさぎり町免田学童保育保護者より、生涯学習センター内への

免田学童保育教室移転設置要望書が提出されましたので、期間継続利用について、あさぎり町生涯学習セ

ンター条例第８条第４項の規定により協議願います。令和４年４月２７日提出。あさぎり町教育委員会、

教育長、米良隆夫。はい、要望書の提出者は、あさぎり町免田学童保育保護者会長の、税木正昭さんです。

使用要望場所は、研修室１と２の２部屋となります。使用開始予定は、令和４年の５月からです。使用料

金は、１日、１，５６０円の週５日、土日を除きます。これの５２週に対しまして、２分の１を掛けまし

て、その２部屋分ということで、年間４０万弱の３９万９，３６０円程度を見込んでおります。これにつ

きましては、令和４年３月３０日に、提出者と協議をおこなっております。その下にですね、生涯学習セ

ンター条例の第８条第４を付けております。第４項をつけております。はい。次に、１２ページ目に、要

望書のコピーをつけております。要望の趣旨としましては、中にありますが、先般町長の学童の内視察に

より、現在免田学童保育教室が利用中である免田小学校内にある建物の老朽化のため、保育環境内改善に

伴う生涯学習センター内研修室への移転の提案があったということです。これにつきまして、令和２年度

からですね、協議を進めておりましたが、免田学童保育のですね運営体制に指導員の確保が出来なかった

ということで、昨年度の移転を見送っておりましたが、令和３年中にですね、人員の確保が出来たことに

より、今年度５月から移転を要望したいということになります。１３ページ目に、学童保育教室のですね

イメージということで、研修棟、平屋の部分の奥のですね、研修室１と２を、年間を通じた借用というこ
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とで貸出しを考えております。あわせてですね、廊下の部分につきましては、行き止まりでですね利用が

ありませんので、そのまま間仕切りをして、事務スペースとして使いたいということでございますので、

あわせてお知らせしておきます。以上、説明は簡単でございますが、協議よろしくお願いします。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。 何か御質問等ございませんでしょうか。（〇特になし）

一応、免田小学校も学童がですねいろいろもう、プレハブで、元心道館の柔道場を免田中学校から移動さ

せまして、免田小学校の敷地内に建てました。それが非常に古くて、もう雨漏りもしますし、非常にもう

ブルーシートで覆ったりとか、屋根をですね。そういうことでしのいでまいりましたけれども、もうやっ

ぱり老朽化等につきまして、もう限界というような状況のようです。そこで、一応、あのう生涯学習セン

ターの研修１研修２室を使わせていただきたいと、いうような要望がございましたが、教育委員さん方い

かがでしょうか。 

○澤田委員  年間使用料 

○那須主幹  はい。こちらの計算の仕方につきましては、１，５６０円といいますのが、学習センターの午

前が５２０円。と午後が５２０円と、夜間が５２０円ということで、合計が１，５６０円です。年間です

ね、荷物を置いて、ほかの団体が使えなくなるという、占用するということから１日１，５６０円を徴収

したいと。ただし、あのう本来ですとですね３６５日の徴収となりますが、現状としまして、土日は使え

ませんので、その間のですね使用料につきましては、協議の結果ですね、ちょっと免除といいますか、を

したいという事で考えております。また使用料の内規によりまして、半額にするということで決まってお

りますので、それに２分の１の金額、２分の１掛けたものが、年間の使用料と、いうことになっておりま

す。 

○伊委員  出入りは通常の駐車場からすっとですか。 

○那須主幹 はい、 一応ですね、奥のほうが結構狭い、行きあたりといいますか行き止まりの敷地になって

ますので、教育委員会の前の事務所の前の駐車場にとめていただいて、送り迎えは歩いていってもらうと

いうことで考えてます。 

〇伊委員 はい、わかりました。 

○米良教育長  他に何か。御質問等はございませんでしょうか。椎葉委員から何かございませんか。 

〇椎葉委員 施設改修について質問あり 

○那須主幹  はい。こちらのですね電気工事については、教育委員会の対応を行いますが、手洗い場の設置

につきましては、学童保育教室のほうで対応いただくこととしております。 

○米良教育長  ございませんでしょうか。中村委員から何かございませんか。一応、いかがでしょうか。認

めるというようなことでようございますでしょうか。（〇「はい」という意見多数あり）はい。認めて、

一応、いただきましたので、また、手続をよろしくお願いしたいと思いますし、それから帰宅経路が変わ

りますので、学校から直接、家ではございませんので、そこのところも学校長のほうに話をして、そして、

家庭調査書のほうの帰宅経路も、こうきちんと出すように話をしたいというふうに思っております。 

○伊委員  学校からの異動も近かばってん、用心せんばいけんですね。 

○米良教育長  はい、そうですね。あわせまして摩耶幼稚園も学童しておられますので、帰宅経路が変わり

ますので、そこも合わせて、きちんと、学童に行く、子供たちについては、家庭調査書のほうはきちんと、

帰宅経路も合わせて出すように、指示をしたいと思います。この件についてはようございますでしょうか。

（〇「はい」という意見多数あり）はい、ありがとうございます。 
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９ 報 告 

（１）あさぎり町地域学校協働活動推進員設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 

○米良教育長  はい。それでは、次の報告に入りたいと思います。まず、（１）のあさぎり町地域学校協働

活動推進委員設置要綱の一部を改正する要綱の制定についてまず説明をよろしくお願いいたします。 

○那須主幹  はい、では資料の１４ページ目を御覧ください。報告１、あさぎり町地域学校協働活動推進員

設置要綱の改正について。あさぎり町地域学校協働活動推進員設置要綱の一部を改正する要綱別紙のとお

り制定しましたので報告します。令和４年４月２７日報告。あさぎり町教育委員会、教育長、米良隆夫。

改正理由。地域学校協働活動推進員を常勤職員とし、地域学校協働活動、学校と地域の連携調整や、子供

の体験活動、学習支援などの充実を目指すため、本要綱の一部を改正する必要がある。１５ページ目に、

改正のですね、本分がありますが、１６ページの新旧対照表で説明したいと思います。まず、４条ですが、

資格及び委嘱といいますのを、任用というふうに刊行しております。条文が第４条推進員は、次の各号の

全ての資格要件に該当する者のうちから教育委員会に任用する。１、地域において社会的信望がある者、

２地域学校協働活動の推進に熱意と職見を有する者。任期、委嘱期間及び解職といいますのを、任期とい

うふうに、改正しております。第５条推進員は、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定する会計

年度任用職員とします。最後に第１０条ですが、謝金を報酬に改めております。推進の報酬、費用弁償及

び期末手当については、あさぎり町会計年度任用職員の給与に関する条例の定めるところにより支給する

ものとする。ということで、昨年度まではですね、委嘱をしまして、報酬を支払っておりましたが、現在

のですね、推進員さんがですね、非常に学校との連携調整のためにですね年間週に4日程度の勤務をいただ

いておりました。で、週４日間といいますとほぼ常勤的な扱いになるのではないかということで、総務課

と協議を行い、報酬を払う委嘱の職員ではなくてですね、会計年度任用職員として正式に採用するという

ことでの改正となります。報告。以上です。よろしくお願いします。 

○米良教育長  はい。ありがとうございました。まずは、あのう一部を改正するということの説明でござい

ましたが、いかがでしょうか。ようございますでしょうか。（〇「はい」という意見多数あり）はい。で

は、あのう特に何もなければ、もう改正するということで、一応、認めていただいたということでようご

ざいますでしょうか。はい。よろしくお願いいたします。 

 

（２）あさぎり町地域学校協働活動推進員の任命について  

○米良教育長  続いて、（２）のほうもあわせて説明をよろしくお願いいたします。 

〇那須主幹 はい。資料１７ページの報告２です。あさぎり町地域学校協働活動推進員の任命について。あ

さぎり町地域学校協働活動推進員設置要綱第４条の規定に基づき、下記の者を地域学校協働活動推進員に

任命しましたので報告します。氏名、平川公徳《一部個人情報のため非公開》以上、説明を終わります。 

○米良教育長  はい、ありがとうございます。地域学校協働活動推進委員の任命についてということで、平

川公徳先生を任命したいと、いうことですが、一生懸命に、取り組んでもらっておりますが、ようござい

ますでしょうか。（〇「はい」という意見多数あり）はい、ありがとうございます。なら、承認いただき

ましたので、またよろしくお願いいたします。 

○伊委員  今何年目ぐらいになる。 

○米良教育長  ２年目です。１年目は、常勤ではございませんでした。でもやっぱりもう時間をオーバーし

ながらですね、努めていただきましたので、本当にありがたいと思いますが、今後とも地域とともにある

学校づくりに向けて、そして学校も元気、それから地域も元気というようなところでの取組についてまた、

いろいろ、学校と、それから地域と連携しながら取り組んでいってもらえるものというふうに思っており
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ますので、またいろんな視点から、何か情報等があったら教えていただければと思いますよろしくお願い

いたします。 

 

（３）令和４年度教育課職員事務分掌及び主要施策の概要について 

〇米良教育長 では次に、（３）に入りたいと思います。令和４年度、教育課職員事務分掌及び主要施策の

概要について、説明をまずお願いいたします。 

○山口課長 はい、失礼します。 令和４年教育課職員事務分掌及び主要施策の概要についてです。１８ペー

ジを御覧ください。担当業務一覧表をつけております。令和４年４月１日現在での、担当業務が記載され

ておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。すみません、追加でですね、生涯学習センター内

に一般事務として、久保直美さん、それと給食センターのほうに吉村育美さん。お２人を追加していただ

きたいと思います。先ほど紹介しました、４月１８日からですね、ＡＬＴが着任しております。トゥーガ

ンズ・レイチェル・アンです。以上ですね令和４年度は教育長以下２４名で業務を行っていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。続きまして２１ページを御覧ください。令和４年度の主要施策の

概要です。主な部分、変更があった部分のみ、説明させていただきます。まず学校教育です。４番、特別

支援教育支援員配置事業、こちらは、小学校が１４人、中学校が５人、計１９人今年度は配置しておりま

す。昨年は、小学校１４人、中学校４人の１８名でしたので、１名増となっております。２１ページを御

覧ください。６番学校施設整備事業です。学校施設の整備につきましては、計画的に長寿命化改修を予定

しております。全ての学校の長寿命化改修まで期間を要しますので、最低限度の補修を実施しながら、安

全確保を図りたいと思います。下のほうに、令和４年度の内容を記載しております。７番学校規模適正化

委員会の設置事業です。令和３年度に学校規模適正化審議会を設置いたしました。令和３年度は５回の会

議を開催し、令和３年１２月１日付けで、中間答申をいただいております。令和４年度につきましては、

中間答申で課題とされた事項について、継続審議を行っていきたいと思っております。２３ページを御覧

ください。１０番の学校ＩＣＴ支援事業です。新たに、令和４年度から、タブレットの使用時にトラブル

が生じた場合の対応を広域的に支援する運営支援センターに業務を委託しております。事業の内容は下の

ほうを、後ほど御覧ください。２４ページです。社会教育です。３番、人権教育推進事業、新たに今年度

は人権の花運動ということで、深田小学校が該当校になっております。４番の公民館活動推進事業、令和

４年度は、公民分館５３分館を設置しております。昨年度までは５２分館でしたが、吉井区が、吉井区と

上吉井区に分かれたことによりまして、５３分館となっております。２５ページを御覧ください。青少年

健全育成事業です。今年度は、小学校３、４年生を対象とした、小学校あさぎり未来塾を実施し、学力及

び地域の教育力の向上を図ります。７番、文化ホール管理運営事業です。令和４年４月下旬からは、大ホ

ールの改修工事に入ります。改修工事は、大ホールの特定天井の改修、老朽化した空調設備の新設、更新、

舞台音響設備の更新、照明のＬＥＤ化、トイレの改修等を行います。２６ページを御覧ください。社会体

育です。３番、総合型地域スポーツクラブ事業。小学校の部活動が廃止となったことから、ふれあいスポ

ーツクラブあさぎりが児童の受皿として大きな意味合いをなしております。ますますの加入者の推進を図

ります。現在の会員数は３４４名です。５番、町・郡・県等関連体育事業です。今年度は町民の親睦と融

和を図り、あわせて、町民の健康と体力づくりを目的して、夏期巡回ラジオ体操を開催いたしますので、

ぜひ御参加をお願いします。２７ページです。学校給食センター、今後もですね、安全で安心で栄養バラ

ンスのとれた学校給食の提供に努めてまいりたいと思います。以上で報告を終わります。よろしくお願い

します。 

○米良教育長 はい、ありがとうございました。 何かお尋ね等はございませんでしょうか。（〇特になし）
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はい、もう非常に教育課は、４領域ございますが、みんな一丸となって取り組んでいきたいというふうに

思っておりますので、またいろいろな視点から、御指導等いただければと思います。よろしくお願いいた

します。なら、（３）についてはようございますでしょうか。（〇特になし）質問がなければ次に移りた

いと思います。 

 

（４）いじめ・不登校の状況について 

＜非公開案件につき内容は省略＞ 

 

（５）令和4年度あさぎり町小・中学校の学校医等の委嘱について 

○米良教育長  では次に、（５）、令和４年度あさぎり町小・中学校の学校医等の委嘱について、説明をお

願いいたします。 

○坂本主幹 失礼いたします。 報告（５）、令和４年度あさぎり町立小中学校の学校医等の委嘱について資

料は２８ページを御覧ください。表記の件について次のとおり学校医、学校薬剤師及び健康管理医を委嘱

したので、報告します。各学校の内訳は以下のとおりとなっております。以上説明を終わります。 

○米良教育長  はい、ありがとうございます。またこれは見ていただければと思いますので、あと学校医の

先生方には、いろんな面で、御指導等いただく機会がございます今も健康診断を行っておりますが、いろ

んな点で、また学校と連携していけばというふうに思っております。この点についてようございますでし

ょうか。（〇特になし）はい、一応お知りおきいただければと思います。 

 

（６）区域外就学の専決について 

＜非公開案件につき内容は省略＞ 

 

（７）令和4年度あさぎり町公民分館長について 

○米良教育長  では次に（７）令和４年度あさぎり町分公民館長について、まず、説明をお願いいたします。 

○那須主幹  はい、では、資料の２９ページ目となります。令和４年度あさぎり町公民分館長名簿、はい、

今年度ですね、５３地区より御覧の名簿の方が、報告いただいております。上地区が１９地区１９名、免

田地区１１名、岡原地区１０名、須恵地区４名、深田地区が８名です。この中で備考欄でですね、新と書

いてありますが今年度新しく公民分館長になられる方です。１７名の方が新しくなっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。報告以上です。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。 はい、名簿の紹介ということですけど、ようございます

でしょうか。（〇特になし）はい。公民分館長さんもこのような方々になっておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 

（８）あさぎり町公民分館条例施行規則の改正について 

○米良教育長 では次に、（８）あさぎり町公民分館条例施行規則の改正について、説明をよろしくお願い

いたします。 

○那須主幹 はい、では資料３０ページ目です。 報告８、あさぎり町公民館条例施行規則の改正について。

あさぎり町公民館条例施行規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定しましたので報告します。令和

４年４月２７日報告。あさぎり町教育委員会、教育長、米良隆夫。改正理由は、吉井区の再編により、公

民分館長が１名増となったため、また、令和２年度にですね、地方公務員法第３条第３項第３号の改正に
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より、公民分館長の委嘱が業務の委託に変更となったため、本規則の一部を改正する必要があります。は

い、３１ページ目に、改正分がありますが、３２ページ目のですね新旧対照表により説明をさせていただ

きます。まず第３条です。役職員とあります分館長と修正を行いまして、第３条、分館に分館長を置く、

分館長は対象区域住民の推薦したものとする。分館長の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。次

に、第５条にですね分館長の業務の委託契約というのを追加しております。第５条、館長は、分館長が前

条第３項に規定する業務を実施するに当たり、分館長と委託契約を締結するものとする。前項の委託契約

に係る委託料は年額３８，５００円。会議出席１回当たり、１，１００円に消費税及び地方消費税額を加

えた額とする。以下、第５条からですね、１条ずつ繰上げまして、１４条が１５条となっております。最

後に別表の第二条関係ですが、めくっていただきまして、３４ページです。こちらのあさぎり町免田校区

公民館の吉井分館のところですが、こちらに吉井地区と上吉井地区ということで上吉井地区を追加してお

ります。吉井分館につきましては、施設は一つでですね、その一つの分館に対して、吉井地区と上吉井地

区の二つの分館活動といいますか、が利用するということで、このような表現をさせていただいてます。

説明は以上です。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。何か。御質問等はございませんでしょうか。（〇特になし）

ございますか。第４条は、そのままということですね。 

○那須主幹  ４条載せておりませんが、職務が書いておりまして、変更はありません。 

○米良教育長 そのままということですので、よろしくお願いいたします。 ようございますでしょうか。

（〇特になし）はい。ありがとうございます。 

 

（９）令和4年度指導主事等活用事業について 

○米良教育長 では次に、（９）令和４年度指導主事等活用事業について報告をお願いいたします。 

○吉川指導主事  それでは失礼いたします。資料３５ページをお開けください。令和３年度の指導主事活用

事業の実施要項と大きな変更はございませんが、本年度も指導主事活用事業ということで、各学校にです

ね、１番の目的にありますとおり、指導主事を派遣し、教師の指導力授業力の向上に資する、目的を達成

をしていきたいと思います。先ほどの教育振興計画の中でもありましたとおり、熊本県では、アクション

熊本の学びアクションプランというのがあり、事業改善による授業力向上と、誰一人取り残すことのない

学びの保障という二つがありますので、本町においても、指導主事を各小中学校に派遣をしていきたいと

いうふうに考えております。２番にありますとおり６月から来年の１月までという期間を考えております。

派遣日程につきましては４番にあるとおり、下の表のような、幾つかの例を示した形で、半日を考えてい

るところです。５番のその他にありますとおり、各小中学校では在籍する教諭及び講師の３分の１程度が、

年間１回以上の授業参観等を計画をしておりますので、そこを町の指導主事を活用いただく一つの機会と

して捉えていただくように、各学校におろしていきたいと思います。ちなみに、昨年度、令和３年度のこ

の町指導主事活用事業の実績につきましては、年間で３４回の利用が各校からありました。１番多い学校

では８回、１番少ない学校でも２回ということで、複数回以上ですね、指導主事の活用をいただいており

ます。支援内容の教科別につきましては、３４回のうち特別支援教育の支援の要請が１番多いということ

で、本日の中にもありますとおり、学校の中で特別支援教育の各学校での研修といいましょうか、そうい

う要望が非常に高いというふうに考えております。その次が特別の教科道徳、道徳科でございます。学校

の求めに応じてですね、今年度も充実した指導主事派遣になればというふうに考えております。以上です。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。一応各小中学校に指導主事を派遣をいたしまして、指導者

の指導力向上を図るというようなことで、いろいろな視点からですね、御指導をいただければと思います
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ので、よろしくお願いしたいと思います。この点についてはようございますでしょうか。（〇「はい」と

いう意見多数あり）はい。大変ですが、よろしくお願いいたします。 

 

（１０）あさぎり町議会第6回会議の報告について 

○米良教育長  ではもう最後報告、報告最後まで行かせてください。裏面の１０番です。あさぎり町議会第6

回会議の報告をよろしくお願いします。 

○山口課長 はい、失礼します。 あさぎり町議会、第６回会議の報告について、報告１０です。３６ページ

からになります。令和３年度あさぎり町議会第６回会議の報告について、１番、会議日程が令和４年３月

８日から１８日の７日間で行われました。２番、教育行政報告を教育長が行っております。３番、令和３

年度一般会計補正予算第８号、原案可決いただきました。内容としては、補正額が６億９，４７６万１，

０００円。総額１４７億２０８万２，０００円。教育課関連の補正予算としましては、補正額が１億２，

３８４万３，０００円、総額の１４億５，８８３万４，０００円となります。主な歳入歳出の内容として

は、事業実績による増減額ですので、後ほど、下のほうを御覧いただければと思います。４番、議案第５

５号、訴えの提起について、原案可決いただいております。これは深田高山運動公園内に存在する民地を、

時効取得による所有権移転登記の事務手続のため、訴えの提起をするにあたり、議会の議決を求めたもの

です。続きまして５番、令和４年度一般会計、当初予算を、原案可決いただいておりますので、御説明を

させていただきたいと思います。３７ページからお願いいたします。まず、１枠目からです。目４教育費

負担金、節１小学校費負担金、節２中学校費負担金、日本スポーツ振興センター負担金は、学校の管理下

で起きました、けが等の事故に対しての医療を給付する保護者負担金です。２枠目、目７教育使用料、節

１学校施設使用料は、町内小・中学校の体育施設使用料です。節２教職員住宅使用料は、ＡＬＴが入居し

ております椿坂及び下里教職員住宅の使用料です。節３生涯学習施設使用料は、須恵文化ホール、せきれ

い館、上校区公民館、生涯学習センターの使用料です。節４、保健体育施設使用料は、町内の体育施設の

使用料です。３枠目です。目７教育費県補助金、節１教育費補助金、水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金、こ

れは小学５年生を対象に、水俣を訪れ、学習するための県補助金です。地域学校協働活動推進補助金は、

中学３年生対象の地域未来塾と、小学校３、４年生対象の放課後子供教室の学習支援を行う事業に対する

補助金です。中学校英語検定チャレンジ事業補助金は、英語検定を受検する中学生を対象として、受講料

の３分の１を県が補助するものです。４枠目です。目４教育費、県委託金、節１教育費委託金、人権啓発

活動事業委託金は、深田小学校に事業を委託します人権の花づくりの委託料です。最下段です。目２利子

及び配当金、節１利子及び配当金、奨学金利子及び学校教育施設整備基金利子は、基金の運用益です。３

８ページをお願いします。１枠目、目８、学校教育施設整備基金繰入金、節１、学校教育施設整備基金繰

入金は、今後増大します学校施設整備事業に備え積み立てるものです。２枠目、目３、給食事業収入、節

１学校給食費は、給食費を町の歳入として受け入れるものです。節４雑入、英会話教室参加料は、一般向

け英会話教室の参加料です。太陽光発電売電収入は、各小学校に設置しましたソーラーパネルによる売電

収入です。３枠目、目７節１学校施設整備事業債は、給食センター小型ボイラー更新事業と、あさぎり中

学校長寿命化改修事業分です。次に歳出を説明します。３９ページをお願いいたします。１枠目の委託料

は、旧深田中学校施設解体工事整備業務委託に関するものです。工事請負費につきましては、旧深田中学

校校舎解体工事に関するものです。以降は、職員の人件費にかかるものと、前年度と比較しほぼ変わらな

いものは省かせていただきます。目１教育委員会費は、教育委員会の運営費です。目２事務局費は、医師

報酬、教育長及び学校教育職員、指導主事等の人件費です。４０ページをお願いいたします。目３教育振

興費は、主にＡＬＴ、英語サポーター、教育審議員の人件費、になります。節１報酬は、学校規模適正化
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審議会委員報酬、前年度と比較し増加しております。節１０需用費は、修繕費の増加は、児童生徒に配付

しましたＧＩＧＡスクール用タブレットの修繕の見込みです。４１ページをお願いします。説明の上から

５番目、ＧＩＧＡスクール運営センター業務委託料を新たに計上しております。タブレットの使用時にト

ラブルが生じた場合の対応を広域的に支援する運営支援センターに業務委託するものです。節１３使用料

及び賃借料、ソフトウエア使用料は、前年度と比較し減少しております。事業支援ソフト、ロイロノート

使用料が、令和４年度まで無料になったことによるものです。同じ欄の下から４行目です。学校ＩＣＴ機

器リース料も減少しています。電子黒板３２台分のリースが令和３年８月で終了するためです。以降は、

町の所有となります。４２ページです。目４教職員住宅費は、深田地区にあります椿坂及び下里教員住宅

の維持管理費です。項２小学校費、目１学校管理費、節７報償費、講師謝金は、各小学校で開催していま

す文化鑑賞会開催に伴う、講師謝金を補助金として支出するために減少しています。４３ページです。中

ほどの植木剪定委託料は、令和３年度に倒木の剪定等を実施したため、前年度と比較し減少となりました。

３行下です。設計監理委託料は、免小、内部壁補修工事、深小、玄関屋根改修工事の設計委託料です。４

４ページです。節１４工事請負費は、免小特別支援学級の空調設備設置工事、岡小パソコン室の空調更新

工事。須恵小の国旗掲揚台更新工事、深田小学校図書室空調の更新工事分です。節１６公有財産購入費は、

上小の理科室と免小の体育館のカーテンの取替え分です。節１７備品購入費は、主に免小の校内放送設備

の更新によるものです。節１８負担金補助金及び交付金、小学校芸術鑑賞、補助金は先ほど説明しました、

講師謝金から補助金へ支出目的を変更したものです。２枠目です。項３中学校費、目１学校管理費、節１

報酬、特別支援教育支援員報酬と、節３職員手当、会計年度任用職員期末手当、及び、節４社会保険料は、

特別支援教育支援員を現在の４名から１名増員し５名としたために増加しています。４５ページです。需

用費消耗品費は、昨年度教科書改訂に伴う消耗品を計上していましたが、その分減少しております。節１

１役務費の下から２行目です。体育器具劣化検査料は、２年ごとの検査料です。節１２、下から４行目。

事務機器保守委託料は、図書管理システムリースが令和４年８月から、再リースに伴う保守点検料です。

４６ページです。上から７行目、設計監理委託料は、あさ中の石綿含有建材全棟調査の委託料になります。

中ほどです。節１８負担金補助金及び交付金、部活動運営補助金、その下の部活動各種大会補助金は、過

去３年間の実績に基づき算出しております。節１９扶助費、要保護、準要保護生徒就学援助費は、前年度

と比較し増額となっております。対象者の小学６年生が中学校に進学することが主な理由です。目２、ス

クールバス運行費は、中学校のスクールバス運行に関する経費です。４７ページをお願いします。目１生

涯学習総務費、社会教育委員会費、社会教育委員会の運営と社会教育担当職員の人件費です。節１報酬、

会計年度任用職員、節３職員手当会計年度任用職員期末手当、節４共済費は、私傷病休暇職員の代替職員

の人件費です。節１０需用費消耗品費は、深田小が取り組みます人権の花の消耗品が入っております。４

８ページです。目２公民館費、節１報酬、会計年度任用職員、節３職員手当、会計年度任用職員の期末手

当、節４共済費、社会保険料は、新規になります。令和４年度から、地域学校協働活動推進員を委嘱から

会計年度任用職員として雇用するものです。節７報償費に、新たに取り組む小学校３、４年生を対象にし

た、基礎学力定着を目的とした放課後子供教室の講師謝金が含まれております。節１１、役務費登記手数

料は、認可地縁団体に移譲する公民館の保存登記手数料６件分です。４９ページをお願いします。目３文

化財保護費は、昨年度と比較し減少しています。文化財の譲渡による経費及び文化財補修のための補助が

なかったためです。５０ページをお願いいたします。目４文化ホール運営費は、昨年度より減少していま

す。文化ホール改修工事事業がないためです。５１ページです。目５図書館費は、図書館の管理運営に関

する経費を計上しております。節１８の負担金及び負担金補助及び交付金ですが、県立図書館資料返却業

務負担金は新規です。これは、事前に予約した、熊本県立図書館資料をあさぎり町生涯学習センター図書
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館で受け取り、返却する連携サービスの負担金です。５２ページです。目６生涯学習センター事業費、生

涯学習センターの維持管理にかかる経費です。節１０費、５行目の電気料は実績により増加をしておりま

す。節１４工事請負費は、生涯学習センタートイレ排水管付け替え工事の分です。節１７備品購入費は、

ＡＥＤ更新のための費用です。目１保健体育総務費は、スポーツ推進に係る経費及び社会体育担当職員の

人件費となります。５３ページです。節１１役務費、ピアノ運搬手数料と節１２の委託料のピアノ台作成

委託料、令和４年７月２８日に、免田体育センターグラウンドで開催予定のＮＨＫ夏期巡回ラジオ体操の

経費です。目２体育施設費、体育施設の維持管理費を計上しております。５４ページです。節１０需用費

修繕料は、公用車３台の車検に伴うものと、Ｂ＆Ｇプールポンプの修繕により増加をしております。節１

１、役務費、遊具点検手数料は新規です。運動公園内にある遊具点検を専門業者に委託するものです。委

託料は、新規のみ説明します。相続人等調査業務委託料は、令和３年度中に調査が終了しなかった深田高

山運動公園の民地相続人の調査業務委託料です。中継ポンプ漕維持管理業務委託料は、上総合運動公園内

の下水道中堅ポンプの故障が発生したことにより業務委託するものです。除草業務委託料は、Ｂ＆Ｇプー

ルに隣接してます永才運動公園の除草業務です。これまで永才区の老人会がボランティアで行っていただ

いておりましたが、会員の高齢化で作業が困難となったため、業務を委託するものです。用地取得業務委

託料は、深田高山総合運動公園内の土地所有権移転登記手続請求に関する訴訟に関する業務委託料です。

５５ページです。節１７備品購入費は、主に高山運動公園クラブハウスと、あさ中体育館のＡＥＤ更新の

購入費です。目１給食センター運営費は、学校給食センターの運営費です。節１報酬は、会計年度任用職

員報酬、節３会計年度任用職員期末手当、節４共済費社会保険料は、令和４年３月から雇用してます会計

年度任用職員の経費になります。節１０需用費消耗品は、昨年度は給食用の箸を購入しましたが、令和４

年度は新たな購入がないため減少しております。賄い材料費は、給食の材料費です。５６ページをお願い

いたします。節１２委託料、給食調理配送等業務委託料に今回新たに業務用空調機器の法定点検、保守点

検業務委託を、加算により増額しています。節１４の工事請負費は、小型ボイラーの更新工事費です。節

１７備品購入費は、給食配送車１台と、サラダ缶５２缶の更新に関する費用となります。以上で、あさぎ

り町議会第６回の報告を終わります。よろしくお願いします。 

○米良教育長  説明本当ありがとうございました。何か御質問等ございませんでしょうか。（〇特になし）

また、後でもじっくり御覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（１１）令和４年度教育委員会会計年度任用職員の配置について 

○米良教育長  はい。今日は後、二つですね、１１番の令和４年度教育委員会会計年度任用職員の配置につ

いて、説明をよろしくお願いします。 

○石井課長補佐 はい、 資料の５７ページをお願いいたします。令和４年度教育委員会会計年度任用職員配

置表でございます。まず、２点、訂正をお願いいたします。番号の１６番、特別支援教育支援員の佐々木

さんのところですけれども、１番右の新・再任のところが、再となっておりますが、こちら新任の誤りで

ございます。あと１番下、２８番のですね、事務補助の吉村さんのところですが、令和４年度配置が教育

課となっておりますがこちらは、給食センターの間違いでございます。以上２点、訂正をお願いいたしま

す。名簿上、２８人の名簿が載っておりますがこの中で、１８番の特別支援教育支援員さんが、現在、産

休育休に入っておられます。その代わりに、２２番の冨永さんを配置しております。ですので中学校の特

別支援教育支援員は、実際は５名ということになります。ので全体で２７名配置しているという状況でご

ざいますので、御報告いたします。以上です。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。ようございますでしょうか。（〇「はい」という意見多数
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あり）はい。またいろんな点からお気づきがあったら、いろいろ御支援をいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

（１２）令和４年度小学校あさぎり未来塾開講式について 

○米良教育長  では次に、１２番、最後に移ります。令和４年度小学校あさぎり未来塾開校式について、説

明をよろしくお願いします。 

○吉川指導主事 それでは失礼いたします。 最後５８ページを御覧ください。こちらにつきましては、今年

度から始まります学力充実を期した新規事業ということで、小学校あさぎり未来塾というのを開校いたし

ます。各学校３年生４年生を対象とし、年間２３回の学びの場を御提供させていただくということになり

ます。５８ページにありますとおり、先日教育委員の皆様方に、まず最初にお電話でお話をしましたとお

り、５月１１日、免田小学校だけは５月１８日ですが、初回の始まる前にですね、開講式を行いたいと思

います。その開講式の前に、先日、４月１４日付けのあさ教委第８２号で、先週も郵送させていただいて

おりますが、一応１４時３０分においでいただければというふうにしておりますが、３０分に間に合うよ

うにおいでいただければそのあと約２０分程度、校長、そして教育委員の皆様方と教育委員会で打合せを

させていただいて、当日１５時１０分からこの未来塾が始まるという流れになっておりますので、別紙と

いうことで先日、簡単な授業説明も同封させていただきましたので、簡単に、当日御挨拶をいただければ

というふうに思っております。子供たちの学びの充実がですね図られるような良い機会になればというふ

うに思っておりますので、どうぞ御協力をお願いいたします。以上です。 

○米良教育長  はい、ありがとうございました。 ５月１１日となってますので、大変お忙しいと思います

が、御協力をよろしくお願いしたいと思います。一応この件については一応閉じたいと思います。一応、

報告まで終わりますけど、事務局のほうから何か報告等はございませんでしょうか。（〇特になし）なけ

れば、課長のほうに戻したいと思います。 

 

１０ そ の 他 

（１）次回教育委員会の日時 

○山口課長  はい。 それでは１０番のその他に入ります。次回の教育委員会の日時、ですけれども、現在、

会議室が空いておりますのが、５月の２３、２７、３０、３１でございます。このあたりで、御都合のい

い日を、お願いいたします <<協議中>> ５月３０日、１５時からでよろしいでしょうか。はい。（〇「は

い」という意見多数あり） ありがとうございます。次回の教育委員会議は、５月３０日、１５時からでお

願いいたします。よろしいでしょうか。はい。それでは御起立願います。礼。これをもちまして、令和４

年第５回教育委員会議を閉じます。お疲れさまでした。どうもありがとうございました。 

 

 

<<閉会 午後４時４０分>> 


